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鳥栖市ミニバス鳥栖地区循環線の運行経路の一部変更について（案） 

 

◇変更理由 

  ミニバス鳥栖地区循環線について、運行経路に隣接する河川に設置された井堰

（真木町）の老朽化による改修工事が行われるため、市道が全面通行止めとなるこ

とから、迂回運行を実施するため 

 

 

◇ルート変更時期 

 令和元年１１月２５日（月）～令和２年４月３０日（木） 

 

 

◇ルート変更図案（別紙 1・２のとおり） 

 

 

◇変更に係る周知 

・公共交通ニュースによる周知（ミニバス沿線の町区への回覧） 

発行時期：１１月中旬（予定） 

 ・ホームページ 

議案第１号 
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※資料は、変更箇所のみ 
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＜地域内フィーダー系統＞ 

 

 

議案第２号 



 

 

13．車両の取得に係る目的・必要性 

・該当なし 

 

14．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

・該当なし 

 

15．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者、要する費用の負担者 

・該当なし 

16．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における収支の改善に係る計

画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用した利用促進策）  

・該当なし 

 

17．協議会の開催状況と主な議論 

鳥栖市では、平成 20～30 年度にかけて、「鳥栖市地域公共交通会議」「鳥栖市地域公共

交通活性化協議会」を計 30回開催し、地域公共交通に関する協議を進めてきた。 

 

※平成 30年度～ 主な協議内容 

 開催日 主な協議内容 

第２7回 
平成 30年 

6月 28日 

・平成 29年度鳥栖市地域公共交通活性化協議会収支決算（案）について 

・平成 30年度路線バス及びミニバス等に関する事業計画（案）について 

・平成 31年度鳥栖市生活交通確保維持改善計画（案）について 

・鳥栖市地域公共交通網形成計画について（案） 

※すべての議案について承認済み 

第 28回 
平成 30年 

11月 30日 

・平成 30年度地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価について（案） 

・平成 30年度地域公共交通確保維持改善事業・事業評価 

 （生活交通確保維持改善計画に基づく事業）について（案） 

※すべての議案について承認済み 

第 29回 
平成 31年 

3月 18日 

・鳥栖市ミニバスの臨時運行について（案） 

※承認済み 

第 30回 
令和元年 

6月２６日 

・令和元年度路線バス及びミニバス等に関する事業計画（案） 

・鳥栖市地域公共交通網形成計画策定スケジュール（案） 

・令和２年度鳥栖市生活交通確保維持改善計画（案） 

※すべての議案について承認済み 

第３１回 
令和元年 

１１月５日 

・鳥栖市ミニバス鳥栖地区循環線の運行経路の一部変更について（案） 

・令和２年度鳥栖市生活交通確保維持改善計画の一部変更について（案） 

・鳥栖市地域公共交通網形成計画（案）について 
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表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域内フィーダー系統） 令和２年度

起点 経由地 終点
運行態様の
別

基準ロで
該当する
要件

接続する補助対象
地域間幹線系統等
との接続確保策

基準ニで該
当する要件
（別表７のみ）

（循環）

16.5 km

往 8.6 km

復 km

（循環）

8.8 km

（循環）

9.7 km

（循環）

17.8 km

（循環）

12.4 km

（注）

１．区域運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域を記することとし、「系統キロ程」について記載を要しない。

２．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

３．「再編特例措置」については、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載する。

４．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行の別を記載すること。

５．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークと、どのように接続を確保するかについて記載する。

６．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。

鳥栖市

147 日(6) 基里地区循環線

147

地域幹線系統である西鉄
バス佐賀㈱の久留米～鳥
栖線、綾部線、鳥栖～神埼
線と鳥栖駅前停留場にて
接続

路線定期 ①日

366

路線定期

日

①

路線定期 ①

366 3,294

142

地域幹線系統である西鉄
バス佐賀㈱の久留米～鳥
栖線、綾部線、鳥栖～神埼
線と鳥栖駅前停留場にて
接続

③

日

③1,029 回 路線定期 ①

地域幹線系統である西鉄
バス佐賀㈱の鳥栖～神埼
線と村田停留場にて接続

③路線定期 ①日 回

路線定期 ①日

地域幹線系統である西鉄
バス佐賀㈱の久留米～鳥
栖線、綾部線、鳥栖～神埼
線と鳥栖駅前停留場にて
接続

③

回

(5) 旭地区循環線
マックス
バリュ鳥
栖村田店

田代地区循環線 フレスポ鳥栖 くすり博物館

鳥栖駅前 弥生が丘駅 鳥栖駅前

鳥栖駅前 弥生が丘駅

フレスポ鳥栖
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前

フレスポ鳥栖

183 回

回994

142 852
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(2)

(3) 鳥栖地区循環線

マックス
バリュ鳥
栖村田店

下野町公民館

(4)

西鉄バス佐賀㈱

㈱鳥栖構内タクシー

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７及び別表９）

市区町村 運行予定者名
運行系統名
（申請番号）

運行系統
再
編
特
例
措
置

系統
キロ程

計画運
行日数

計画運
行回数

③

(1) 弥生が丘循環線①

弥生が丘循環線②

1,029

回

地域幹線系統である西鉄
バス佐賀㈱の久留米～鳥
栖線、綾部線、鳥栖～神埼
線と鳥栖駅前停留場にて
接続

③

地域幹線系統である西鉄
バス佐賀㈱の久留米～鳥
栖線、綾部線、鳥栖～神埼
線と鳥栖駅前停留場にて
接続



計画運行日数、計画運行回数の算出表

月 火 水 木 金 土 日 祝日 特1 特2 特3 特4 特5

カレ
ン
ダー
No

日数 回数 日数 回数

1 弥生が丘循環線① 鳥栖駅前 弥生が丘駅 鳥栖駅前 16.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 1 366 3,294.0

2 弥生が丘循環線② 鳥栖駅前 弥生が丘駅
産業団地

前
8.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 366 183.0

3 鳥栖地区循環線
フレスポ

鳥栖

鳥栖まちづくり

推進センター前

フレスポ

鳥栖
8.8 7.0 7.0 7.0 2 142 994.0

4 田代地区循環線
フレスポ

鳥栖
くすり博物館

フレスポ

鳥栖
9.7 7.0 7.0 7.0 2 147 1,029.0

5 旭地区循環線
マックス

バリュ鳥
下野町公民館

マックス

バリュ鳥
17.8 6.0 6.0 6.0 2 142 852.0

6 基里地区循環線
フレスポ

鳥栖
永吉町公民館

フレスポ

鳥栖
12.4 7.0 7.0 7.0 2 147 1,029.0

計画

運行回数

キロ程

平成32年度　運行計画

路線定期　１日当たり　運行回数

片道0.5回 ただし、循環線は１運行１回

路線
不定期

区域 計画

運行日数

【参考】

終点
申請

番号
系統名 起点 経由
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はじめに 

1. 計画策定の背景と目的 

鳥栖市は佐賀県の最東部に位置する人口約 73,000 人の市である。市域の北部は九千部連山を

擁する山地、中部は概ねなだらかな丘陵地帯、南部は筑後川の後背地である低湿な水田地帯が

広がっている。 

市域の南側及び東側は福岡県に接し、北側も福岡都市圏に近接していることから、県都であ

る佐賀市方面だけでなく久留米市や小郡市、福岡市などとの往来も盛んである。 

北部九州の交通の要衝として知られ、鉄道網は九州の幹線を構成する JR 鹿児島本線と JR 長

崎本線の分岐点であり、高速道路網は南北方向の九州縦貫自動車道と東西方向の九州横断自動

車道が交差する位置にある。2011(平成 23)年には九州新幹線鹿児島ルートが全線開業して新鳥

栖駅が設置され、拠点性が一層高まっている。 

これまで、地理的優位性を活かし、積極的な企業誘致を行い、九州有数の内陸工業都市として

発展してきた。また、福岡市まで新幹線で最速 12 分、JR の在来線特急でも約 20 分でアクセス

可能なため、福岡市のベッドタウン的な側面も有している。これらのことから、全国的に少子高

齢化が進む中、人口増加を続けている九州内でも数少ない都市の１つである。 

市内の公共交通に着目すると、西鉄バス佐賀（株）が路線バスを６路線で運行しているが、一

方で、一定の住宅の集積はあるが、バス路線から距離があり、公共交通を利用しにくい交通空白

地域が存在していた。 

そこで 2009(平成 21)年、本計画の前身となる「鳥栖市地域公共交通総合連携計画」を策定し、

交通空白地域の解消手段として 10 人乗りジャンボタクシーによるミニバスの運行を開始し、こ

の結果、公共交通利用の環境は大きく改善された。 

本市の人口は依然として増加傾向にあるが、モータリゼーションの進展により公共交通利用

者は減少し、一方で高齢の運転者が引き起こす交通事故の増加による運転免許返納促進の世論

も高まりつつある。 

また、近年では公共交通の運行を担う交通事業者においても、運転手不足や運転手の高齢化

が進行しており、公共交通サービスを継続的に提供するためには、利用者・交通事業者・自治体

の三者が協力し合い、将来的に維持することが可能な公共交通体系を構築していくことが必要

とされている。 

本計画では、これら本市の公共交通をとりまく環境を考慮し、市民の利便性と公共交通の持

続性の両立を図るべく、地域公共交通網の将来像を設定するとともに、その実現に向けて取り

組むべき施策を立案するものである。 

 

  



 

 2

2. 計画の位置づけ 

 

 

 

図 1 鳥栖市地域公共交通網形成計画の位置づけ 

 

3. 計画の対象区域 

鳥栖市全域（ただし、隣接自治体との移動の関連性についても考慮する。） 

 

 

4. 計画期間 

2020(令和 2)年 4 月～2025(令和 7)年 3 月（5 年間） 

 

第６次⿃栖市総合計画 

その他関連計画 

⿃栖市⼈⼝ビジョン 
“⿃栖発”創⽣総合戦略 

⿃栖市地域公共交通網形成計画 
⿃栖市都市計画マスタープラン 

⿃栖市地域公共交通 
総合連携計画 

【法律・国の基本⽅針など】 
・交通政策基本法 
・地域公共交通の活性化及び再⽣に
関する法律 

・地域公共交通の活性化及び再⽣の
促進に関する基本⽅針 

整合 連携 

整合 発展 

⿃栖市⾼齢者福祉計画（第８期） 

など

第 2 次⿃栖市環境基本計画 
（改訂版） 
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5. 計画の構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

前章で整理した課題に基づき、本市の公共交通に関する基本的な方針を策定し、公共交通が目指すべき

将来像と、それを達成するための計画の全体像、具体的な取組みについて記載した。 

本市のまちづくりの方向性（上位・関連計画の整理）、人口や公共交通の現状ならびにそれを取り巻く

状況、公共交通に関するこれまでの取組み（地域公共交通総合連携計画の評価）、本計画策定にあたり

実施した各種調査（市民アンケート、バス乗降調査等）などから、本市の公共交通に関する現状の課題

を整理した。 

第１章 現状及び課題 

１．上位・関連計画の

整理 

２．地域の現状 

３．鳥栖市の公共交

通をとりまく状況 

４．鳥栖市地域公共

交通総合連携計

画の取組み内容 

５．移動実態やニーズ

の状況 

７．現状の課題の整理 

第２章 基本的な方針と具体的な取組み 

（まちづくりの方向性） （既存資料からの現状把握） （前計画に基づく取組み） （移動実態・ニーズ調査） 

１．鳥栖市の公共交通の基本的な方針 

２．目指す将来像 

３．計画の全体像 

４．具体的な取組み 

本計画を推進するための体制と主体別の役割、達成状況の評価の考え方について記載した。 

第３章 計画の推進と評価 

１．計画の推進体制 

２．達成状況の評価 

６．各種調査結果からの分析・課題 

現在作成中 
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第 1 章 現状及び課題 

1. 上位・関連計画の整理 

 第６次鳥栖市総合計画基本構想(平成 23 年 3 月)、同後期基本計画(平成 28 年 3 月) 

記載のある項目 内容 

基本構想 第 4 章 まちづくりの基本目標 

１．自然との共生を図り、快適な生活を支えるまち 

 ⇒ 人や環境にやさしく、だれもが利用しやすい、円滑で利便性の高い

交通体系を確立します。 

後期基本計画 第 3 章 リーディングプロジェクト 

【3 安全で安心なまちをつくるプロジェクト】 

現在の本市の公共交通は、鉄道、民間路線バス、ミニバス及びタクシー

等で構成されていますが、今後も市民の移動を支える公共交通機関の利便

性確保を図っていきます。 

＜具体的な取組＞ 

①交通弱者の移動手段の確保に努めます 

 

第 4 章 分野別計画 

＜基本目標 １自然との共生を図り、快適な生活を支えるまち＞ 

＜取組   ６誰もが移動しやすい交通体系を確立します＞ 

【取組の体系】 

具体的な取組 内  容 

路線バスの維持及び利

用促進を図ります 

バス路線の維持と利便性の向上を目的に、路線やダイ

ヤの見直しを行い、利用者拡大を図ります。 

交通空白地域への対応

を図ります 

地域のニーズを分析・把握した上で、路線バスやミニ

バスの見直しなど、地域の実情に沿った交通空白地域

への対応の検討を行います。 

交通弱者の移動手段の

確保に努めます 

だれもが不自由なく移動できる公共交通手段の構築

を検討します。 

 

【取組の達成状況】 

項 目 現状（H26 年度） 目標（H32 年度） 

市内路線バス利用者数 102,675 人／年 120,000 人／年 

ミニバス利用者数 19,096 人／年 24,000 人／年 

高齢者福祉乗車券交付数 500 人 600 人 
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 鳥栖市都市計画マスタープラン（令和 2 年●月） 

記載のある項目 内容 

第 1 章 現況・課

題の整理 

２ 都市づくりの問題点・課題 

２－４ 交通体系に関する問題点・課題 

公共交通ネットワークの充実 
本市の公共交通は、JR、路線バス・ミニバスが通っており、市内路線バス・

ミニバスの利用者数は増加傾向にあります。しかし、公共交通利用圏の人口カ

バー率は、市街化区域で約 87％、市街化調整区域で約 67％となっており、公

共交通でカバーできない地域が存在します。 
市民の移動手段は自家用車が多くを占めていますが、高齢者等の移動手段と

して公共交通の需要は高まることが予想されており、環境負荷の低減や超高齢

社会の進展を視野に入れた、市民生活に必要な移動手段の確保が必要です。ま

た、公共交通の利用促進とともに路線バス・ミニバスの運行形態の効率化が必

要です。 

第2章 全体構想 １ 都市づくりの方針 

１－２ 基本方針 

方針１ 便利で快適なまち（関連項目のみ抜粋） 

●道路・公共交通ネットワークを強化し、市内外の移動を円滑化します。 

＜主な取組＞ 

○公共交通の効率的な運行 

 ２ 分野別の方針 

２－４ 交通体系の方針 

＜基本的な考え方＞ 
本市の交通体系は、九州横断自動車道や九州縦貫自動車道をはじめ、国道

３号、国道３４号等の国道及び県道等、九州新幹線、ＪＲ鹿児島本線、ＪＲ

長崎本線等により骨格となる道路・公共交通ネットワークが形成されていま

す。このような本市の恵まれた広域的な道路・公共交通ネットワークを活か

して、様々な交通手段が有機的に連携した総合的かつ効率的な交通体系の確

立を目指します。 
（中略） 
公共交通は、交通利便性の向上や高齢者等の移動手段確保のため、鉄道や

バス等の総合的な公共交通ネットワークの形成を図ります。 
 

（２）公共交通に関する方針 

①交通結節機能の向上 
・鳥栖駅周辺及び新鳥栖駅周辺を主要交通結節点、その他駅周辺を交通結節

点と位置づけ、交通結節機能の維持・向上とともに、鉄道やバス等の利便

性に配慮した公共交通の充実を図ります。 

②公共交通の充実 
・路線バス・ミニバスは、利用者ニーズを踏まえた運行ルートの設定やダイ

ヤの改善等により利用促進・効率化を図ります。 
・だれもが不自由なく移動できる公共交通手段の構築を検討し、交通弱者の

移動手段の確保に努めます。 
・路線バス・ミニバスの再編など、日常生活を支える地域公共交通のあり方

について検討します。 
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 第 2 次鳥栖市環境基本計画（改訂版）（平成 29 年 3 月） 

記載のある項目 内容 

第3章 理念の実

現に向けた取組 

＜取組の柱４＞住環境を守る 

【取組の方向性】（抜粋） 

◇公共交通や自転車などの利用促進 

市民の取組 事業者の取組 行政の取組 

・出かける際は、できる

だけ徒歩・自転車・公共

交通機関を使います。 

・移動や輸送の手段とし

て、できるだけ徒歩・

自転車・公共交通機関

を使います。 
・従業員に対し、車以外

の通勤を奨励します。 

・「地域公共交通総合連

携計画」に基づき、地

域公共交通の利用を

促進します。 
・徒歩や自転車を利用し

やすい環境を整えます。 

 

＜取組の柱５＞地球温暖化を防ぐ 

【取組の方向性】（抜粋） 

◇環境に優しい移動手段の普及 

市民の取組 事業者の取組 行政の取組 

・出かける際は、できる

だけ徒歩・自転車・公共

交通機関を使います。 
・車を買い替える際は、

エコカーを優先的に

選びます。 
・エコドライブに努めます。 

・移動や輸送の手段とし

て、できるだけ徒歩・

自転車・公共交通機関

を使います。 
・事業用車両をエコカー

に更新します。 
・エコドライブに努めます。 

・自転車・バス・電車な

ど環境に優しい移動

手段の普及啓発を進

めます。 

 

 

 

 鳥栖市高齢者福祉計画 第８期（平成 30 年度～平成 32 年度）（平成 30 年 3 月） 

記載のある項目 内容 

基本目標１【保

健・介護予防】 

地域参加と健康

づくりの推進 

２．生きがい対策事業 

⑧高齢者路線バス及びミニバス運賃助成事業 
＜事業内容＞ 

高齢者の移動手段の確保を目的に、市内に居住する 75 歳以上の者又は 70
歳以上で運転免許証を自主返納された者に対し、高齢者福祉乗車券を交付

し、当該乗車券が使用された路線バス・ミニバスについて運賃助成を行って

います。高齢者の外出機会や活動の場の拡大に寄与し、生きがいづくりや社

会参加の支援を図ります。 
＜施策の方向性＞ 

今後、高齢者の社会的活動や外出支援のため、継続して助成を行います。 
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2. 地域の現状 

 人口構成 

1） 総人口の推移と将来予測 

鳥栖市の人口は、国の将来予測によると 2030 年には 7.6 万人とピークに達した後、減少

に転じる見込みである。 

この間、65 歳以上の高齢者人口は着実に増加し、高齢者の移動手段の問題は、他の自治体

同様に生じることが予想される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 鳥栖市の人口の推移と将来人口予測（詳細） 

  

出典：国立社会保障・人口問題研究所 

22.4% 24.1% 24.9% 25.5% 26.8% 28.9% 30.6%

61.2% 59.9% 59.9% 59.7% 58.7% 57.0% 55.3%

16.4% 16.0% 15.3% 14.9% 14.5% 14.1% 14.1%

10.9% 12.0% 14.1% 15.4% 15.8% 16.0% 17.0%
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2） 人口分布 

本市の人口は、概ね中心市街地を擁する中部から東部にかけて集中しているほか、北東部

の弥生が丘地区、南西部のＪＲ肥前旭駅周辺に集積している。 

本市内の高齢者人口は、鳥栖駅西側一帯の中心市街地、若葉小学校周辺などで多くなって

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 鳥栖市内の人口分布 

 
  

※人口：平成 27 年国勢調査 
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図 4 鳥栖市内の高齢者の分布（高齢者数ベース） 

 

 

 

 
  

※人口：平成 27 年国勢調査 
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 主要施設の分布 

商業施設は、鳥栖駅周辺から主要地方道久留米基山筑紫野線にかけての地域、新鳥栖駅の周

辺、弥生が丘地区などに立地している。 

病院は、中心市街地に多く集積しているが、新鳥栖駅や肥前旭駅の周辺、弥生が丘地区など

にも多く立地している。 

主要施設に関しては、ほとんどがバス停から 300m の範囲内には入っており、バスでのアク

セスによる利用は可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 主要施設の分布状況 
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 通勤・通学流動 

1） 通勤流動 

平成 27 年国勢調査によると、市外への通勤先は、久留米市が最も多く（2,883 人）、次い

で福岡市（2,674 人）の順となっている。 

一方、市内への通勤者が最も多いのは久留米市（5,498 人）で、次いで小郡市（2,369 人）、

みやき町（1,927 人）、基山町（1,847 人）となっている。 

福岡市方面を除くと、通勤に関しては流出者よりも流入者の方が多く、本市は周辺市町に

とっての就労の場となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 鳥栖市における通勤流動（平成 27 年） 
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2） 通学流動 

平成 27 年国勢調査結果によると、市外への通学先は、福岡市が最も多く（524 人）、次い

で佐賀市（367 人）、久留米市（228 人）の順となっている。 

一方、市内への通学者は、みやき町（229 人）と基山町（205 人）が多く、佐賀市、久留

米市、神埼市、吉野ヶ里町、上峰町からも 100 人を超える通学者がある。 

通学の場合、通勤に比べて市外から本市に集中する傾向は小さく、むしろ福岡市や佐賀市

など周辺の主要都市への流出が大きい傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 鳥栖市における通学流動（平成 27 年） 
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3. 鳥栖市の公共交通をとりまく状況 

 鳥栖市の公共交通の概要 

本市は、九州における交通の要衝として発展してきた。 

広域交通網を担う鉄道(JR)は、鹿児島本線と長崎本線の 2 路線が、鳥栖駅において分岐してい

る。また、2011 年 3 月に九州新幹線（博多～新八代間）が開業し、長崎本線との交差部に新鳥栖

駅が開設されている。 

西鉄バス佐賀(株)が本市内の路線バスを運行しており、本市と周辺の久留米市、みやき町、神

埼市などを結ぶ「広域線」３路線、本市内で完結する「市内線」３路線の計６路線が運行されて

いる。このほか、鳥栖駅から鳥栖プレミアム・アウトレットまでノンストップで直通し、そこか

ら弥生が丘駅を経由し西鉄小郡駅に至る「鳥栖プレミアム・アウトレット線」が運行されている。 

また、鳥栖市地域公共交通総合連携計画(2009 年 3 月)に基づき、交通空白地域の解消を図るべ

くミニバスの運行を開始した。2009 年 10 月から２路線（鳥栖、田代）で開始、2012 年 10 月か

ら新たに２路線（基里、旭）が加わり、現在は４路線で、タクシー事業者への運行委託という形

態で運行している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 鳥栖市の公共交通網 

  

弥生が丘駅 

田代駅 

鳥栖駅 

新鳥栖駅 

肥前麓駅 

肥前旭駅 
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 路線バスの状況 

鳥栖市内の路線バスは、以下のとおり市内線３路線（河内線、麓線、弥生が丘循環線）、広

域線３路線（久留米～鳥栖線、鳥栖～神埼線、綾部線）が運行されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 鳥栖市内を運行する路線バス網 

 

表 1 路線バスの運行状況 

バス路線 運行区間 運行本数 

市内線 河内線 鳥栖駅前～河内 平日：下り 11 便、上り 10 便 

土日祝：上下 9 便 

麓線 鳥栖駅前～下野 

鳥栖駅前～西部工業団地入口 

平日・土日祝：上下 10 便 

弥生が丘循環線 鳥栖駅前～弥生が丘～ 

鳥栖駅前 

平日・土日祝：下り 9 便、上り 10 便 

広域線 久留米～鳥栖線 西鉄鳥栖～西鉄久留米～ 

ＪＲ久留米駅前 

平日・土曜：上下 17 便 

日祝：上下 14 便 

鳥栖～神埼線 鳥栖駅前～神埼駅通り 平日・土曜：下り 20 便、上り 18 便 

日祝：上下 15 便 

綾部線 鳥栖駅前～国立東佐賀病院前

～西鉄久留米 

平日・土曜：下り 10 便、上り 11 便 

日祝：上下 8 便 

路線バス（市内線） 

河内線 

路線バス（市内線） 

麓線 

路線バス（市内線） 

弥生が丘循環線 

路線バス（広域線） 

綾部線 

路線バス（広域線） 

鳥栖～神埼線 

路線バス（広域線） 

久留米～鳥栖線 
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 ミニバスの状況 

鳥栖市内のミニバスは、以下のとおり４路線で週３回運行している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 ミニバス路線網 

 

表 2 ミニバスの運行状況 

路線 便数 運行日 運行事業者 

鳥栖地区循環線 7 便 

（右回り 4 便、左回り 3 便） 

月・水・金 (株)鳥栖構内タクシー 

田代地区循環線 7 便 火・木・土 (株)鳥栖構内タクシー 

基里地区循環線 7 便 

（右回り 3 便、左回り 4 便） 

火・木・土 久留米西鉄タクシー(株) 

旭地区循環線 6 便 

（右回り 3 便、左回り 3 便） 

月・水・金 久留米西鉄タクシー(株) 

 
 
 
  

ミニバス 

鳥栖地区循環線 

ミニバス 

田代地区循環線 

ミニバス 

基里地区循環線 

ミニバス 

旭地区循環線 
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 公共交通の利用状況と補助額 

本市を運行する路線バス及びミニバスの利用者数は、平成 25 年度以降、右肩上がりで増加

してきたが、平成 30 年度においては、路線バス広域線とミニバスは利用者数が前年を下回っ

ている。特にミニバスの利用者数は大きく減少している。 

 

表 3 路線バス及びミニバスの利用者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 路線バス及びミニバスの利用者数の推移（H25 年度を 100 とした場合） 

 
  

（単位：人）

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

路線バス市内線 100,804 102,675 108,166 109,868 114,835 118,118

路線バス広域線 344,817 348,338 361,146 362,228 364,773 361,487

ミニバス 17,468 19,096 18,589 19,988 20,896 18,088
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公共交通に対する鳥栖市の負担額は、平成 27 年度の約 5,200 万円をピークに漸減傾向にあ

り、平成 30 年度は 5,000 万円を下回っている。 

路線バスへの負担額は、平成 27 年度と平成 30 年度で比較すると、市内線で約 130 万円、広

域線で約 200 万円減少している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 12 公共交通に対する鳥栖市の負担額の推移 
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 高齢者福祉乗車券の交付状況 

高齢者福祉乗車券は、本市が、市内在住の 75 歳以上の方と 70～74 歳の運転免許証を期限前

に返納、または更新しなかった方を対象に交付している乗車券である。 

市内で路線バスを乗車または降車した場合、およびミニバスを利用した場合に利用できる割

引乗車券で、額面 5,000 円の回数券を 1,500 円で販売。年間１人あたり６冊まで購入できる。 

表 4 高齢者福祉乗車券の種類 

  １００円券 １５０円券 １６０円券 計 

① ５０枚     ５，０００円 

② ５枚 ３０枚   ５，０００円 

③ ２枚   ３０枚 ５，０００円 

 

高齢者福祉乗車券による助成額は、平成 28 年度の約 850 万円をピークに減少傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13 高齢者福祉乗車券による助成実績 
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4. 鳥栖市地域公共交通総合連携計画の取組み内容 

鳥栖市地域公共交通総合連携計画(平成 21 年度～平成 30 年度)では、「交通空白地域への乗合

タクシー（ミニバス）の導入」「路線バス 麓・小郡線の運行形態の見直し」「路線バス 河内線の

運行ルートの見直し」「ジョイフルタウン（現・フレスポ鳥栖）への乗り入れ」などの公共交通

運行の再編に向けた取り組みに加え、様々な利用促進策の実施を計画していた。 

連携計画策定時の調査において抽出した交通空白地域（７地域）は、路線バスの運行ルート見

直しやミニバスの導入により解消されている。 

 

 

事業  実施状況 

学童輸送サービス

の維持 

学童輸送サービスの維持（麓・小

郡線の下野～鳥栖駅系統、河内

線の河内～国泰寺経由～鳥栖駅

系統の維持） 

【実施済】 

２系統とも運行を維持している。 

需要に応じた新し

い公共交通サービ

スの提供 

交通空白地域への乗合タクシー

（ミニバス）の実証運行の実施 

【実施済】 

鳥栖地区及び田代地区で 2009 年 10 月

から実証運行を実施。その後本格運行へ

移行。 

実証運行の検証及び運行形態の

見直し 

他地区への展開に向けた検討 【実施済】 

上記 2 地区に加え、基里地区及び旭地区

においても 2012 年 10 月から運行を開

始。 

分かりやすく利用

しやすい路線バス

の運行形態の見直

し 

系統の単純化（麓・小郡線の系統

の単純化） 

【実施済】 

かつての 4 系統を鳥栖駅より西側と東

側の 2 系統に整理。 

ルートの見直し（河内線、麓・小

郡線の小郡方面のルートの見直

し） 

【実施済】 

鳥栖駅より東側は路線バス基里線とし

て分割し、その後 2012 年 10 月からミ

ニバス基里地区循環線に移行。 

弥生が丘線の再生（鉄道との結

節機能の向上） 

【実施済】 

朝夕通勤ピーク時間帯の鉄道との結節

機能の向上を図り、弥生が丘の産業団地

や沿線の企業等への通勤に配慮したダ

イヤとした。 
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事業  実施状況 

企業との連携によ

る効果的な運行の

実施 

弥生が丘線の再生（企業送迎バ

スの路線バス化）実証運行 

【実施済】 

2009 年 10 月～2012 年 3 月の間、同様

のルートで送迎バスを運行していた(株)

シーエックスカーゴとの共同運行によ

る実証運行を実施した。その際、従来の

2 系統を 1 系統に集約し運行した。 

実証運行の検証及び運行形態の

見直し 

【実施済】 

実証運行の結果、弥生が丘循環線利用者

が増加した。2012 年 4 月以降は、共同

運行を解消、鳥栖市単独による負担での

運行となった。 

鳥栖市の実情に合

った利用促進策の

実施 

バスマップの基本設計 【実施済】 

広域線、市内線、ミニバスの路線図と時

刻表を掲載した A1 サイズ両面刷のバス

マップの発行を継続している。 

バスマップの配布・効果把握・改

善 

ジョイフルタウン（現・フレスポ

鳥栖）への乗り入れ（バス待ち環

境の改善） 

【一部実施】 

ミニバス 3 路線（鳥栖、田代、基里）に

ついては、フレスポを起終点として敷地

内へ乗り入れている。路線バスに関して

は、乗り入れを実施していない。 

フリー乗降 【実施済】 

路線バス河内線のフリー乗降に加え、ミ

ニバスに関しては、交通量の多い主要道

路などを除くと概ねフリー乗降を導入

している。 

高齢者対応車両の導入 【一部実施】 

ミニバスで用いる車両について、9 人乗

りジャンボタクシーを導入し、高齢者に

配慮した車両としている。一方、路線バ

スは、バス事業者の車両交換・導入のス

ケジュールに拠るので、引き続き取組み

を継続中。 
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5. 移動実態やニーズの状況 

 市民アンケート調査 

1） 調査の概要 

日常の移動実態や公共交通の利用実態、公共交通に対するニーズや要望を把握するため、市

民アンケートを実施した。 

表 5 市民アンケート調査の概要 

調査実施期間 平成 30 年 12 月 12 日～12 月 28 日 

配布サンプル数 2,500 通（サンプルは下記の区分に応じて無作為抽出） 

 ・1,000 サンプル（40％）：65 歳以上 

 ・1,500 サンプル（60％）：18～64 歳 

回収数 1,198 通（回収率 47.9％） 

有効票数 1,190 通（有効票の回収率 47.6％） 

 

2） 調査結果の概要 

（注）以下、グラフ中で割合（％）を示す数値の合計は、四捨五入による丸め誤差が生じるため

100.0％にならない場合があります。 

 

A) 年齢 

 回収票の過半数である 52.1％（75 歳以上（21.3％）と 65～74 歳（30.8％）の合計）

が高齢者となった。 

 一方で、30 歳代、40 歳代など比較的若年層の割合も大きく、公共交通に関心を有

する年齢層が広いことが分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14 回答者の年齢構成 

 

18〜19歳
2.4% 20〜29歳

4.5%
30〜39歳
8.9%

40〜49歳
13.6%

50〜64歳,

17.9%

65〜74歳
30.8%

75歳以上
21.3%

無回答
0.7%

(N=1,190) 
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B) 自動車運転免許保有の割合（年代別、性別） 

 回答者のうち 20 歳代は運転免許を 100％保有しており、30～50 歳代の男女及び 60

歳代男性は 90％以上が免許保有者であった。 

 女性の免許保有の割合は、75 歳以上では 30％未満と少ないが、65～74 歳では 76.7％

と高くなり、64 歳以下では男性とほぼ同じ割合で免許保有している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 15 自動車運転免許保有の割合（年代別、性別） 

 

C) 免許返納意向（65 歳以上のみ回答） 

 全体では過半数（53.7％）が「将来的に検討する」としている。 

 「返納意向なし」は、75 歳以上では 6.3％と、65～74 歳に比べて 10 ポイント少な

い。 

 「返納済」は、65～74 歳では 2.7％、75 歳以上では 12.3％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 16 免許返納の意向（年代別） 

  

サンプル数 男性 女性 

18～19 歳 11 17 

20～29 歳 16 35 

30～39 歳 34 65 

40～49 歳 48 100 

50～64 歳 75 136 

65～74 歳 158 189 

75 歳以上 103 119 

45.5%

100.0%

94.1%

91.7%

94.7%

96.2%

72.8%

35.3%

100.0%

95.4%

95.0%

94.9%

76.7%

29.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18〜19歳

20〜29歳

30〜39歳

40〜49歳

50〜64歳

65〜74歳

75歳以上

男性 ⼥性

2.7 

12.3 

6.6 

2.2 

6.7 

4.0 

65.9 

36.0 

53.7 

16.3 

6.3 

12.3 

5.4 

18.6 

10.8 

7.4 

4.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

65〜74歳 (N=367)

75歳以上 (N=253)

合計 (N=620)

返納済 近いうちに返納予定 将来的に検討する
返納意向なし 免許を持たない 無回答
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D) 日常の移動状況（年代別） 

 20 歳代から 74 歳以下の層では、80～90％が「自家用車・バイク・自転車などを運

転し、好きな時に自由に移動している」。 

 75 歳以上では、自由に移動できる割合が低下し（52.2％）、その分、公共交通機関で

移動（11.5％）、家族・知人の送迎（20.2％）の割合が増加している。 

 免許取得者がまだ多くない 18～19 歳の層では、約 32％が公共交通機関で移動して

いる。 

 「自分で移動できず困っている」割合は、75 歳以上のみ 6.7％と一定の割合を占め

ているが、それ以外の年齢層では概ね１％程度と極めて少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17 日常の移動状況（年代別） 

 
  

60.7

90.6

90.6

88.9
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78.5
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1.9

4.7
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5.6

3.5

11.5

6.7

3.6

3.8

1.2
4.7

7.6

20.2

8.0

1.1

6.7
1.9

3.6

3.8

2.8

3.1

2.8

3.3

9.5

4.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18〜19歳 (N=28)

20〜29歳 (N=53)

30〜39歳 (N=106)

40〜49歳 (N=162)

50〜64歳 (N=213)

65〜74歳 (N=367)

75歳以上 (N=253)

全体 (N=1190)

⾃家⽤⾞・バイク・⾃転⾞などを運転し、好きな時に⾃由に移動している
公共交通機関を使って移動している
家族・知⼈に⾃家⽤⾞で送迎してもらっている
⾃分で移動できず困っている
無回答
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E) 主な移動手段（目的別） 

 公共交通の中でも中長距離移動に使われる鉄道（在来線）は、「通勤・通学」と「塾・

習い事・趣味など」で利用の割合が若干高くなっている。 

 日常的な移動である「買い物」「通院」では、公共交通の利用が４～５％にとどま

り、自家用車に依存する傾向が大きい。 

 路線バスやミニバスは、どの目的においても利用の割合が非常に少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18 主な移動手段（目的別） 
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F) 主な行先として回答の多かった商業施設、病院（地区別） 

 全ての地区でよく行く商業施設として挙げられているフレスポ鳥栖は、鳥栖駅前の

立地のためどこからもアクセスしやすい。 

 ダイレックスやユートク食品館（現・アスタラビスタ）など市街地周辺部にある商

業施設や、中心市街地内に点在する病院などは、それらにアクセスしやすいバス路

線が限定されるので、現時点で全てのニーズに対応できているとは限らない。 

表 6 主な行先として回答の多かった商業施設、病院 

 商業施設（回答上位） 病院（回答上位） 

鳥栖地区 フレスポ鳥栖、ダイレックス、 

サニー、ドラッグコスモス 

斎藤内科医院、今村病院、 

せとじまクリニック 

鳥栖北地区 フレスポ鳥栖、サニー、 

ザ・ビッグ、ドラッグコスモス 

今村病院、こが医療館、 

古賀内科医院、石田医院 

田代地区 フレスポ鳥栖、ダイレックス、 

ザ・ビッグ、ユートク食品館※ 

やよいがおか鹿毛病院、石田病院、

久留米大学病院（久留米市） 

弥生が丘地区 フレスポ鳥栖、あんくる夢市場、

マックスバリュ（基山町） 

やよいがおか鹿毛医院、權藤医院 

若葉地区 ユートク食品館※、フレスポ鳥栖、

ザ・ビッグ 

今村病院、山津医院、石田医院 

基里地区 フレスポ鳥栖、マックスバリュ曽

根崎店、ザ・ビッグ 

かわらハートクリニック、きざと

外科、こやなぎ内科循環器科 

麓地区 フレスポ鳥栖、ドラッグコスモス、

ザ・ビッグ、レッドキャベツ 

今村病院、まごころ医療館、 

やましたクリニック、和田内科循

環器科 

旭地区 フレスポ鳥栖、マックスバリュ村

田店、ダイレックス、西鉄ストア

（みやき町） 

今村病院、名取医院、野田内科、 

久留米大学病院（久留米市） 

※ユートク食品館は、令和元年７月にアスタラビスタ鳥栖店としてリニューアルオープン 
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G) 路線バスやミニバスの利用状況 

 回答者の 84％がバスをほとんど利用しておらず、月に 1 日以上でも利用している人

は約 10％、週に 1 日以上利用している人はわずかに４％と、バスの利用は非常に少

ない。 

 75 歳以上においても、約 80%がバスをほとんど利用していないと回答し、全体的に

自家用車依存の傾向が強い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 19 路線バスやミニバスの利用頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 20 路線バスやミニバスの利用頻度（年齢別） 
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H) バスに対する不満な点、利用しない理由 

 運行本数、時間帯に対する意見に加え、バス利用者、バス非利用者ともに「行きた

い方向に路線がない」という意見が多く挙がっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 21 バスに対する不満、利用しない理由（バス利用／非利用の別） 
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I) 今後、バスについて改善すべきと思う点 

①路線バス 

 バス利用者／非利用者ともに多い回答は、「運行本数」の改善についてであった。 

 バス利用者からは、「運行時間帯」（32.8％）や「バス停の環境整備（屋根などの設

置）」（31.9％）についても多くの回答があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 22 路線バスについて改善すべき点（バス利用／非利用の別） 

 

②ミニバス 

 回答の上位は「運行ルート」「運行本数」「手を挙げればどこでも乗れるようにす

る」の順となっており、傾向はバス利用者／非利用者ともに大して変わらない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 23 ミニバスについて改善すべき点（バス利用／非利用の別） 
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 路線バス乗り込み調査 

1） 調査の概要 

路線バスの利用者の年齢層や利用目的、利用頻度などの実態を把握するため、路線バス（市

内線）への全便乗り込みによる乗客へのヒアリング調査を以下のとおり実施した。 

表 7 路線バス乗り込み調査の概要 

調査 実施日 対象路線 

平日調査 平成 30 年 12 月 6 日（木） 路線バス市内線（河内線、麓線、弥生が丘循環線） 

休日調査 平成 30 年 12 月 9 日（日） 

 

2） 調査結果の概要 

 河内線と弥生が丘循環線の平日の利用者数はともに 120 人程度で、麓線がそれらより

３割程度少ない 87 人であった。 

 平日の１便平均の利用は、弥生が丘循環線が 6.53 人／便と最も多い。 

 休日は、平日に比べて利用者数が半分程度と少なく、１便平均利用者数はいずれも 

４人／便を下回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 24 路線バスの１日あたり利用者数     図 25 路線バスの１便あたり利用者数 
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 河内線は、平日は下り・上りともに午前 10～11 時頃の利用が最も多い。休日は、下り

は 7:12 発、上りは 9:46 発の利用が最も多い。 

 麓線は、平日は旭小学校の児童の登下校時間にあたる上り 7:37 発の便と、下り 14:58

発の便がともに利用者数 14 人と最も多い。それ以外の便は、いずれも７人以下の利用

にとどまっていた。また、休日は上り 14:05 発の便を除くと、いずれの便も利用者数が

４人以下で、利用者数０人の便も４便ある。 

 弥生が丘循環線は、平日の通勤時間帯にあたる 7:15 発の便が最も多い（利用者数 23

人）。それ以外の時間帯も、概ね利用者数 10 人以上の便が一定数存在する。一方、休日

は利用者数が 10 人以上の便は３便にとどまっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 26 路線バスの便別利用者数 
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（注）以下、グラフ中で割合（％）を示す数値の合計は、四捨五入による丸め誤差が生じるため

100.0％にならない場合があります。 

 

A) 年齢構成 

 麓線では 75 歳以上の利用者の割合が最も多く、河内線と弥生が丘循環線では 50～

64 歳の利用者の割合が最も多い。 

 麓線は、旭小学校のスクールバスとしての役割も兼ねているため、小学生の割合が

20％近くを占めている。 

 弥生が丘循環線は、生産年齢人口層（19～64 歳）の割合が、３路線の中で最も高

い（64.6%）。逆に、麓線では同層は 32.0％と約半分にとどまっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 27 路線バス利用者の年齢別内訳 

 

B) 性別構成 

 女性の利用割合が高く、概ね男性：女性＝１：２の比率となっている。 

 河内線は、女性の利用割合が３路線の中で最も高く、70％を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 28 路線バス利用者の性別内訳 
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C) 移動の目的 

 河内線は、通勤（27.3％）と買い物（25.6％）による利用が多い。 

 麓線は、買い物（22.7％）、通学（21.1％）による利用が多い。なお、通学利用につ

いては、下野地区から旭小学校へ通う児童の利用が大部分を占める。 

 弥生が丘循環線は、通勤による利用が圧倒的に多い（32.8％）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 29 路線バス利用者の移動の目的（複数回答） 

 

 

D) 利用頻度 

 どの路線においても、70％以上が週１回以上利用している。 

 麓線はスクールバスを兼ねているため、「週５日以上」が最も多い(48.3%)。 

 河内線は「週に１～２日」(27.5%)、弥生が丘線は「週に３～４日」(31.4%)が最も

多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 30 路線バス利用者の利用頻度 
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 ミニバス乗り込み調査 

1） 調査の概要 

ミニバスの利用者の年齢層や利用目的、利用頻度などの実態を把握するため、ミニバス全路

線を対象にした全便乗り込みによる乗客へのヒアリング調査を以下のとおり実施した。 

表 8 路線バス乗り込み調査の概要 

実施日 対象路線 

平成 30 年 12 月 6 日（木） 田代地区循環線、基里地区循環線 

平成 30 年 12 月 10 日（月） 鳥栖地区循環線、旭地区循環線 

 

2） 調査結果の概要 

 １日の合計では、田代地区が 37 人と最も利用が多く、次いで基里地区が 36 人であっ

た。これら 2 路線は、1 便当たりの平均人数が 5 人を上回っている。 

 一方、1 便当たりの最大乗車人数は鳥栖地区で 10 人、旭地区で 8 人を記録している。 

 

 

 

 

 

 

 

図 31 ミニバスの 1 日当たり利用者数    図 32 ミニバスの 1 便当たり利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

図 33 ミニバス便別利用者数 
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（注）以下、グラフ中で割合（％）を示す数値の合計は、四捨五入による丸め誤差が生じるため

100.0％にならない場合があります。 

 

A) 年齢構成 

 鳥栖線と旭線では、利用者すべてが 75 歳以上であった。 

 田代線と基里線は、75 歳未満の利用者も多くあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 34 ミニバス利用者の年齢別内訳 

 

B) 性別構成 

 全路線において、女性の利用者が圧倒的に多く、鳥栖線と旭線では 90％を超えて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 35 ミニバス利用者の性別内訳 

 
  

8.1

2.3

8.1

5.6

3.8

24.3

25.0

13.6

100.0

56.8

47.2

100.0

73.5

2.7

22.2

6.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

鳥栖線 (N=32)

田代線 (N=37)

基里線 (N=36)

旭線 (N=27)

全体 (N=132)

～18歳 19～29歳 30歳～49歳 50歳～64歳

65歳～74歳 75歳～ 無回答

9.4

16.2

13.9

7.4

12.1

90.6

73.0

86.1

92.6

84.8

10.8

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

鳥栖線 (N=32)

田代線 (N=37)

基里線 (N=36)

旭線 (N=27)

全体 (N=132)

男性 女性 無回答
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C) 免許保有状況 

 自主返納済の方も含め、運転免許を持たない利用者が大部分を占め、旭線では 100%

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 36 ミニバス利用者の免許保有状況 

 

D) 移動の目的 

 全路線の利用者の過半数が、買い物を目的としてミニバスを利用しており、次いで

通院の順となっている。 

 基里線においては、通院を目的とした利用者はいなかった。 

 「その他」の利用者が、基里線を除いて 20％弱を占めている。 

（※「その他」の内訳： 

  銀行・郵便局、美容院・床屋、趣味の集い、体操教室、親戚宅訪問 など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 37 ミニバス利用者の移動の目的（複数回答） 
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E) 利用頻度 

 どの路線においても、利用者の 70～80％が週 1～２回程度利用している。 

 週に 3 回、すなわち運行日には欠かさず利用している人の割合も多く、特に田代線

では 40％近くを占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 38 ミニバス利用者の利用頻度 

 

F) ミニバスに対する満足度 

 以下の６つの項目への満足度をたずねたところ、すべての項目に対し 80％以上は「満

足」との評価を得られた。 

 「不満」の割合が最も多いのは「行きたいところへ行けるか」（13.1％）、次いで多い

のは「運行する曜日」（9.3％）であった。主に、旭地区循環線が中心市街地まで運行

していないこと、全路線において週に３日のみの運行であることに不満の意見が挙

がっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 39 ミニバス利用者の満足度 
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 37

6. 各種調査結果からの分析・課題 

 今後の高齢者人口の増加による移動弱者の増加 

 

 

 

■高齢化率の推移と将来予測 

 本市の人口は一貫して増加を続けているが、一方で、65 歳以上人口も着実に増加して

おり、2025 年には高齢化率が約 25％（4 人に 1 人が高齢者）に達すると予測されて

いる。そのため、高齢者の移動手段の問題は、他の自治体同様に生じることが予想さ

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 40 【再掲】鳥栖市の人口の推移と将来人口予測（詳細） 

 
  

今後、鳥栖市においても高齢化が進行するとともに、免許返納者が増加した場合、移動

困難者が発生する状況が予想される。 

出典：国立社会保障・人口問題研究所 
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■高齢者の分布 

 本市内の高齢者人口は、鳥栖駅西側一帯の中心市街地、若葉小学校周辺などで多くな

っている。 

 高齢者の多い地区は概ねバス停から 300m の範囲内でカバーできているが、鳥栖駅の

北西部など一部カバーできていないところもある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 41 【再掲】鳥栖市内の高齢者の分布（高齢者数ベース） 

 
  

鳥栖筑紫野道路付近 

(宿町、古賀町、養父町の一部) 

加藤田町 3 丁目付近 

田代中学校～鳥栖高校付近 

(古野町、本鳥栖町、鎗田町の一部) 

 バス停からの距離 300m 以遠で、 

比較的人口の多いエリア 

鳥栖駅北東部 

(本鳥栖町、曽根崎町の一部) 

鳥栖駅 

※人口は、平成 27 年国勢調査の 250m メッシュデータ 
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■運転免許返納件数の増加（佐賀県） 

 佐賀県内の運転免許返納件数は、平成 24 年頃から徐々に増加し、平成 27 年以降は年間

1,000 件を超えている。 

 平成 29 年３月から高齢者の免許更新時の認知機能検査が強化されたこともあり、平成

28 年から平成 29 年の 1 年間で運転免許返納件数はほぼ倍増している。 

 平成 29 年から平成 30 年にかけては、佐賀県、全国ともに返納件数は横ばいとなってい

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 42 運転免許申請取消件数（返納件数）の推移 
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 自家用車に依存し、公共交通利用の少ない現状 

 

 

 

■路線バスやミニバスの利用状況（市民アンケート調査から） 

 回答者の 84％がバスをほとんど利用しておらず、月に 1 日以上でも利用している人は約

10％、週に 1 日以上利用している人はわずかに４％と、バスの利用は非常に少ない。 

 75 歳以上においても、約 80%がバスをほとんど利用していないと回答し、全体的に自家

用車依存の傾向が強い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 43 【再掲】路線バスやミニバスの利用頻度（市民アンケートから） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 44 【再掲】年齢別・路線バスやミニバスの利用頻度（市民アンケートから） 

 
  

公共交通、特に路線バスの利用者は非常に少なく、あらゆる移動目的において、交通手

段の選択肢として挙がっていない。また、75 歳以上の高齢者においても利用は少ない。 

ほぼ毎⽇
0.8%

週に３〜４⽇
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週に１〜２⽇
2.0%
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2.8%⽉に1⽇
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83.9%

無回答
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80.6 
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18〜19歳 (N=28)

20〜29歳 (N=52)

30〜39歳 (N=105)

40〜49歳 (N=156)

50〜64歳 (N=206)

65〜74歳 (N=344)
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(N=1,190) 

※無回答を除いて集計 
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■目的別の移動手段選択（市民アンケート調査から） 

 目的別の移動手段を見ると、公共交通の中でも中長距離移動に使われる鉄道（在来線）

は、通勤・通学など場面によって利用の割合が高くなる場合もあるが、路線バスやミニ

バスなどは、どの目的でも利用の割合が非常に少ない。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 45 【再掲】目的別の移動手段 
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■高校生の通学手段（高校生アンケート調査から） 

 高校生の通学手段は、通常時は約 80％が自転車利用で、雨天時は自転車利用が約

50％に低下し、その分家族の送迎が約 30％に増加する。路線バスの利用は、天候に

関わらず全体の２～３％と非常に少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 46 【再掲】高校生の通学手段の割合（行き／帰り、晴天／雨天別） 

 

■市内主要事業所従業員の通勤手段（企業アンケート調査から） 

 回答企業の従業員の 80％以上が自家用車で通勤している。 

 自家用車に次いで、自転車、バイク・原付、徒歩の順に多く、公共交通の利用は鉄

道で 2.1％、路線バスはわずか 0.5％にとどまっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 47 【再掲】市内主要事業所従業員の通勤手段の割合（全回答企業平均） 
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 移動需要と公共交通ルートの関係から見える課題 

 

 

 

■市民アンケートにおける意見 

 運行本数、時間帯に対する意見に加え、バス利用者、バス非利用者ともに「行きたい

方向に路線がない」という意見が多く挙がっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 48 【再掲】バスに対する不満、利用しない理由（バス利用／非利用の別） 

■ミニバス利用者からの意見 

 ミニバス旭地区循環線における乗り込み調査時、利用者から現在の運行ルートに関す

る不満として、中心市街地（フレスポなど）にアクセスできないとの意見を多くいた

だいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 49 ミニバス運行ルートの満足度に関する、利用者からの回答 

 

バスを利用しない理由として、移動ニーズと合わないことを挙げる意見が多い。市民の

主な行先（商業施設、病院）のニーズへの対応可能性を考える必要がある。 
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※バス非利用者： 
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していない」と回答した人 
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 公共交通の維持に関しては、関心のある市民意識 

 

 

 

 

■公共交通への市の財政負担に対する市民の認知度 

 連携計画策定時（10 年前）と比較すると、「知らない」という回答の割合が 10 ポイン

ト程度上昇しており、公共交通の財政負担への認知が薄れてきている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 50 公共交通への市の財政負担に対する市民の認知度（10 年前との比較） 

 

 年齢別では、75 歳以上が「知っている」と回答した割合が 10％を超えている。 

 「補助金支出のことは知っている」との回答は、40 歳代から増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 51 公共交通への市の財政負担に対する市民の認知度（年齢別） 

 
  

公共交通の利用者は非常に少なく、市の財政負担に対する認知度も低いが、今後の公

共交通の維持については、学生や高齢者など交通弱者に欠かせない足として重要とい

う認識が広く浸透していると考えられる。 

1.9

2.5

1.4

2.2

12.5

4.0

3.6

1.9

9.6

17.9

15.2

26.8

29.2

20.7

96.4

96.2

90.4

79.6

83.4

70.9

58.3

75.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18〜19歳 (N=28)

20〜29歳 (N=53)

30〜39歳 (N=104)

40〜49歳 (N=162)

50〜64歳 (N=211)

65〜74歳 (N=358)

75歳以上 (N=240)

全年齢層 (N=1156)

知っている
補助⾦⽀出のことは知っているが、⾦額は知らない
知らない

7.1

3.9

23.8

20.2

63.8

73.6

5.4

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回(H20)アンケート調査

今回(H30)アンケート調査

知っている
補助⾦⽀出のことは知っているが、⾦額は知らない
知らない
無回答
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■公共交通への財政負担の水準に対する市民の考え方 

 今回アンケートの結果では「現状維持」が約 41％、「今以上に充実させるべき（補助

金増額）」も約 24％を占めている。「縮小もやむを得ない」との回答は 10％程度と他

の回答に比べて低い。 

 10 年前の結果と比較すると、「公共交通の縮小もやむを得ない」の割合が大きく低下

し、そのぶん「補助金増額」「現状維持」の割合が上昇している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 52 公共交通への財政負担の水準に対する市民の考え方（10 年前との比較） 

 

 補助金支出に対する考えを年齢別にみると、年齢層が上がるほど「今以上に充実させ

るべき（補助金増額）」の割合が増加している。 

 20 歳代、30 歳代、50～64 歳では、「現状維持」の割合が 50％以上と過半数を占めて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 53 公共交通への財政負担の水準に対する市民の考え方（年齢別） 

  

25.9

20.8

18.0

23.5

26.8

31.1

33.3

27.6

48.1

52.1

61.0

48.4

52.0

44.5

42.1

48.2

18.5

10.4

9.0

14.4

11.1

9.4

12.6

11.3

7.4

16.7

12.0

13.7

10.1

15.1

12.0

12.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18〜19歳 (N=27)

20〜29歳 (N=48)

30〜39歳 (N=100)

40〜49歳 (N=153)

50〜64歳 (N=198)

65〜74歳 (N=299)

75歳以上 (N=183)

全年齢層 (N=1008)

公共交通を今以上に充実させるために、市の補助⾦を増額する
現状なみの補助⾦額で、現在の公共交通を維持する
補助⾦額の⼤きな路線は、公共交通の縮⼩（バスの減便など）もやむを得ない
その他

19.8%

23.5%

34.9%

40.9%

23.1%

9.6%

10.2%

11.0%

11.9%

15.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回(H20)アンケート調査

今回(H30)アンケート調査

公共交通を今以上に充実させるために、市の補助⾦を増額する
現状なみの補助⾦額で、現在の公共交通を維持する
補助⾦額の⼤きな路線は、公共交通の縮⼩（バスの減便など）もやむを得ない
その他
無回答
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■公共交通への財政負担の水準に対する回答（前ページ）の理由 

 「高齢者や学生など交通弱者の移動手段を確保するため」との意見が過半数を占めて

いる（60.2％）。 

 平成 20 年の調査結果と比較すると、「交通弱者の移動手段を確保」するためには必要

という前向きな意見が非常に多くなっており、「財政負担の軽減」「公共交通の必要性

を感じない」という意見の割合は、平成 20 年の結果と比べて半分程度にまで減少して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 54 公共交通への財政負担の水準に対する回答の理由（10 年前との比較） 

 

（前ページ（補助金支出に対する考え）とのクロス集計） 

 「今以上に充実させるべき（補助金増額）」「現状維持」との回答の理由として、「高齢

者や学生など交通弱者の移動手段を確保するため」との意見を挙げる割合が約 80～

90％となっている。 

 「縮小もやむを得ない」理由としては、「財政負担の軽減のため」を挙げる割合が 40％

以上を占め、「公共交通の必要性を感じない」との意見も 20％程度ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 55 補助金支出に対する考え方の別による回答理由 

94.2

79.0

25.9

39.3

11.9

43.8

10.3

2.9

5.4

4.8

20.5

5.6

3.6

43.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公共交通を今以上に充実させるために、市の
補助⾦を増額する (N=276)

現状なみの補助⾦額で、現在の公共交通を維
持する (N=477)

補助⾦額の⼤きな路線は、公共交通の縮⼩
（バスの減便など）もやむを得ない (N=112)

その他 (N=107)

⾼齢者や学⽣など交通弱者の移動⼿段を確保するため 財政負担の軽減のため
交通渋滞を減らすため 環境への負荷を減らすため
公共交通の必要性を感じない その他

41.4 

60.2 

21.3 

10.1 

3.2 

1.8 

5.9 

0.8 

7.9 

4.7 

3.3 

5.3 

17.1 

17.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回(H20)アンケート調査

今回(H30)アンケート調査

⾼齢者や学⽣など交通弱者の移動⼿段を確保するため
財政負担の軽減のため
交通渋滞を減らすため
環境への負荷を減らすため
公共交通の必要性を感じない
その他
無回答
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 高齢者の公共交通に対する関心 

 

 

 

■比較的多い高齢者の外出機会 

 高齢者層の外出機会は、全年齢層の中でも比較的高く、「65～74 歳」は約 50％が「ほ

ぼ毎日」外出、「週に 3～4 日」を含めると 80％近くが外出している。 

 「75 歳以上」では、「65～74 歳」に比べると外出頻度は減るが、それでも 36％がほぼ

毎日、約 85％が週 1 回以上外出している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 56 通勤・通学以外で外出する頻度（市民アンケートから） 

 

■日常の移動状況（移動できず困ることがあるか） 

 70～80％の回答者は、自家用車などで自由に移動できる状況にある。 

 「自分で移動できず困っている」回答者は、全体の約２％にとどまる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 57 日常の移動状況（移動できず困ることがあるか）（市民アンケートから） 

高齢者の外出機会は多いが、公共交通を利用する割合は少なく、高齢者福祉乗車

券など補助制度の認知度も低い。 

18.5

34.0

42.9

42.9

43.6

50.1

36.0

42.9

11.1

11.3

7.6

16.8

17.5

28.5

24.6

20.9

40.7

47.2

45.7

29.8

34.1

16.1

24.6

27.8

14.8

7.5

2.9

6.8

3.3

4.2

7.9

5.4

3.7

0.6

0.8

3.5
1.1

11.1

1.0

3.1

1.4

0.3

3.5

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18〜19歳 (N=27)

20〜29歳 (N=53)

30〜39歳 (N=105)

40〜49歳 (N=161)

50〜64歳 (N=211)

65〜74歳 (N=355)

75歳以上 (N=228)

全年齢層 (N=1140)

ほぼ毎⽇ 週に３〜４⽇ 週に１〜２⽇ ⽉に２〜３⽇ ⽉に1⽇ ほとんど外出しない

73.7

83.2

74.7

76.4

82.2

76.4

78.3

80.1

78.5

7.9

5.2

7.6

9.0

3.1

8.7

5.8

7.7

6.7

8.9

6.8

10.1

7.9

7.0

11.0

8.5

5.6

8.0

2.1

1.6

1.3

3.4

3.1

1.6

1.1

2.0

1.9

7.4

3.1

6.3

3.4

4.7

2.4

6.3

4.6

4.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⿃栖地区 (N=190)

⿃栖北地区 (N=191)

⽥代地区 (N=79)

弥⽣が丘地区 (N=89)

若葉地区 (N=129)

基⾥地区 (N=127)

麓地区 (N=189)

旭地区 (N=196)

⿃栖市全域 (N=1190)

⾃家⽤⾞・バイク・⾃転⾞などを運転し、好きな時に⾃由に移動している
公共交通機関を使って移動している
家族・知⼈に⾃家⽤⾞で送迎してもらっている
⾃分で移動できず困っている
無回答
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■高齢者でも少ない、路線バス・ミニバス利用 

 65～74 歳で「バスを利用しない」割合は約 92％と、65 歳未満の傾向とほぼ変わらない。 

 75 歳以上でバス利用者の割合が若干増加するが、それでも約 80%がバスをほとんど利用

していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 58 【再掲】年齢別・路線バスやミニバスの利用頻度（市民アンケートから） 

 

■高齢者でも低い、高齢者福祉乗車券の認知度 

 高齢者層にあたる 65～74 歳で約 60％、75 歳以上で約 40％が「知らない」と回答し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 59 高齢者福祉乗車券を知っている割合（市民アンケートから） 

 

 
  

7.7

11.8

7.5

16.8

15.9

36.0

18.1

7.4

9.6

11.8

14.4

22.3

24.7

21.8

19.8

92.6

82.7

76.5

78.1

60.9

59.4

42.3

62.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18〜19歳 (N=27)

20〜29歳 (N=52)

30〜39歳 (N=102)

40〜49歳 (N=160)

50〜64歳 (N=202)

65〜74歳 (N=352)

75歳以上 (N=239)

全年齢層 (N=1141)

知っている 名前だけは聞いたことがある 知らない

10.7 
3.6 

3.7 6.0 

3.8 
2.9 

3.2 

4.6 

2.9 

3.8 

4.8 

5.1 

2.4 

4.2 

3.2 

85.7 

92.3 

91.4 

92.3 

92.2 

92.4 

80.6 

89.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18〜19歳 (N=28)

20〜29歳 (N=52)

30〜39歳 (N=105)

40〜49歳 (N=156)

50〜64歳 (N=206)

65〜74歳 (N=344)

75歳以上 (N=216)

全年齢層 (N=1107)

ほぼ毎⽇ 週に３〜４⽇ 週に１〜２⽇
⽉に２〜３⽇ ⽉に1⽇ ほとんど利⽤しない
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■高齢者の免許保有者の増加 

 佐賀県内における 65 歳以上の高齢運転者の免許保有状況は、以下に示すとおり年々

増加傾向にあり、平成 23 年から平成 28 年までの５年間で約 3.3 万人増加している。 

 全国的にも、高齢者のうち特に女性の免許保有の割合が高くなってきていることから、

公共交通に頼らず、高齢に達しても自分で運転できる年齢層が増加しているものと考

えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 60 県内高齢運転者（65 歳以上）の免許保有状況の推移 

 

表 9 男女別運転免許保有者数（全国、平成 30 年） 

 

 

 

 

 

 

 

出典：警察庁「運転免許統計（平成 30 年版）」 

男性 女性

全　体 44,994,702 100.0 37,320,222 100.0 54.7 45.3

６５歳以上 11,468,376 25.5 7,166,489 19.2 61.5 38.5

７０歳以上 7,401,474 16.4 3,895,477 10.4 65.5 34.5

７５歳以上 4,032,507 9.0 1,605,802 4.3 71.5 28.5

８０歳以上 1,769,632 3.9 495,475 1.3 78.1 21.9

男女別構成比（％）男性
（人）

構成率
（％）

女性
（人）

構成率
（％）
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 利用者からは概ね満足されている路線バス・ミニバス 

 

 

 

■バス利用者の利用頻度 

【路線バス】 

 市内線のいずれの路線においても、週 1 回以上の利用が半数以上を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 61 【再掲】路線バス利用者の利用頻度（路線バス乗り込み調査から） 

 

【ミニバス】 

 どの路線においても、70～80％の利用者が週 1～２回程度利用している。 

 週に 3 回、すなわち運行日には欠かさず利用している人の割合も多く、４割近くを

占める路線もある（田代線）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 62 【再掲】ミニバス利用者の利用頻度（ミニバス乗り込み調査から） 

 
  

路線バス・ミニバスは、リピーターが定着しており、ミニバスは利用者の満足度も

高い。 

14.8

45.3

16.9

19.3

18.8

22.1

21.6

14.8

16.4

14.8

7.8

9.2

8.0

7.0

5.6

21.6

6.3

29.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

河内線(N=176)

麓線(N=128)

弥生が丘線(N=195)

週5日以上 週に3～4日 週に1～2日 月に1～2日 年に数日程度 無回答
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■ミニバス利用者の満足度 

 ミニバス利用者に対し、以下の６つの項目に関する満足度をたずねたところ、すべて

の項目に対し 80％以上は「満足」との評価を得られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 63 【再掲】ミニバスに対する満足度（ミニバス乗り込み調査から） 

 

 

89.7

82.2

90.7

80.4

91.8

98.1

4.7

8.4

8.4

6.5

6.4

1.9

5.6

9.3

0.9

13.1

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

運行時間帯 (N=107)

運行する曜日 (N=107)

運行ルートの分かりやすさ (N=107)

行きたいところへ行けるか (N=107)

バス停の使いやすさ (N=110)

車両の乗りやすさ・乗り心地 (N=108)

満足 どちらでもない 不満
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 交通事業者の担い手不足と労働環境の変化 

 

 

 

 

■交通事業者ヒアリングによる意見 

 バス、タクシーともに運転手不足と高齢化が深刻な問題であり、タクシー運転手の平

均年齢は 60 歳を超えている。 

 運転手の新規採用が少なく、乗務員の確保が難しい。 

 過重労働防止・連続運転防止など、労働時間等の改善基準の遵守が厳格化される傾向

にある。 

 渋滞による所要時間の増加が影響し、休憩可能な時間が短くなることがよくある（路

線バス）。 

 

■バス・タクシー業界の平均年齢の高さ 

 平成 26 年時点においてバス業界の平均年齢は 48.3 歳、タクシー業界は 58.3 歳と、

全産業平均（42.0 歳）に比べて非常に高い就業構造となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 64 ドライバー業界の就業構造の現状（平成 26 年時点） 

 
  

バス事業者、タクシー事業者ともに運転手不足と高齢化が深刻化しており、運転手の過重

労働防止の潮流もあるため、運行本数など供給増の視点から公共交通の利便性を向上させ

るのは困難な状況となっている。 

出典：国土交通省 
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■バス運転手の高齢化 

 バス運転手の高齢化は徐々に進行しており、60 歳以上の運転手の割合は、平成 29 年

時点で 18.6％まで増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 65 バスの高齢運転者（60 歳以上）の割合の推移（全国） 

 

■タクシー運転手の労働者数、平均年齢 

 タクシー運転手（男性）の労働者数は、平成 26 年を境に大きく減少している一方、

運転手の平均年齢は上昇する傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 66 タクシー運転手（男性）の労働者数と平均年齢の推移（全国） 
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204,360
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労働者数 平均年齢

(⼈) (歳)

出典：賃金構造基本統計調査 

出典：日本バス協会「日本のバス事業」 
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7. 現状の課題の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①免許取得者の高齢化による公共交通離れと、免許返納による移動弱者

増加の同時進行 

免許取得者の多い年齢層が高齢化することにより、公共交通を必要とせずに生活できる年

齢層の高齢化が進んでいる(図 58, 図 60, 表 9)。 

一方で、高齢者の免許更新時の認知機能検査などが厳格化したことにより、免許返納者数

も今後増加すると予想される(図 42)ため、運転できない高齢者の増加を見越して、公共交

通の維持・充実を図る必要がある。 

②自家用車中心の移動により認知度は低いが、必要性は認識されている

公共交通 

現在は、75 歳以上の高齢者も含め、すべての年齢層で公共交通（特にバス）が利用されて

いない状況である(図 58)。市の公共交通に対する補助金支出や、高齢者福祉乗車券の制度

についても認知度が高いとはいえないが(図 59)、交通弱者の足としての公共交通の必要性

は、年齢を問わず広く認識されているため(図 52～図 55)、公共交通を維持する取組みの継

続は不可欠である。 

③概ね高い現状の公共交通への満足度と、今後のさらなる改善の必要性 

路線バスやミニバスの利用者は、週に数回と多い頻度で利用されている方々が多く(図 61

～図 62)、ミニバスについては利用者の満足度も概ね高い傾向が見られる(図 63)。一方で、

行きたい方向に路線がないなど、移動ニーズとのミスマッチも一部ある(図 48～図 49)こ

とから、これらの解消の可能性を検討する必要がある。 

④交通事業者の担い手不足の状況下における、公共交通の確保・維持 

バス事業者、タクシー事業者ともに運転手不足と高齢化が深刻化する(図 64～図 65)とと

もに、運転手の過重労働防止の取組みについても運用が厳格化されている。将来的には担

い手不足のために現在の運行水準の維持・継続が困難になる事態も想定される。そのため、

限られたマンパワーという制約条件のもとで、公共交通の利便性の最適化を模索する必要

がある。 
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第 2 章 基本的な方針と具体的な取組み 

1. 鳥栖市の公共交通の基本的な方針 

 

 

 

本市内で運行している路線バスやミニバスは、特に高齢者層にとっては欠かせない足として機

能している。今後も、利用状況や移動ニーズを考慮しながら改善を繰り返し、地域にとって満足

度の高い公共交通網の維持を推進する。 

 

 

 

若年層から高齢者に至るまで、自家用車での移動が日常化しており、公共交通に対する認知度

は十分でないが、免許返納者の増加も予想される中、車が無くても快適に移動できるよう、「誰

にでも利用しやすい公共交通」をＰＲして利用促進を図り、新たな利用者を獲得していく。 

 

 

 

居住地区、移動目的によって異なる、市民の移動ニーズに最大限に対応できるよう、最適な運

行本数・路線・ダイヤを設定することで利便性を向上させ、新たな利用者の獲得につなげる。 

 

 

 

バス、タクシーの運転手の担い手不足や高齢化、労働環境見直しの潮流を踏まえ、限られたマ

ンパワーという制約条件のもとで、公共交通の利便性を確保しながら、各路線の利用状況に基づ

く見直しなど、運行の効率化をめざす。 

 

 

方針１ 誰もが移動に困ることのない地域公共交通網の維持・継続 

方針２ 公共交通の認知度向上と利用促進 

方針４ 持続可能な公共交通事業をめざした運行の効率化 

方針３ 市民の移動ニーズに対応した地域公共交通網の再構築 
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2. 目指す将来像 

本市における公共交通網の維持・形成に向けた将来像を以下のとおり設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜⽬指す将来像＞ 
コンパクトな市街地と市内各地域及び市外を結びつけ、誰もが移動に

不⾃由することなく、利⽤しやすい、持続可能な公共交通の実現 
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3. 計画の全体像 
 

 

※ トリガー制度 ： ある一定の基準となる数値（１日あたり利用人数等）を掲げ、その数値を下回る状況が継続する場合、廃止も含めた運行の抜本的な見直しの検討を行う制度 

公共交通の現状の課題 

①免許取得者の高齢化による公共交

通離れと、免許返納による移動弱者増

加の同時進行 

②自家用車中心の移動により認知度

は低いが、必要性は認識されている公

共交通 

④交通事業者の担い手不足の状況下

における、公共交通の確保・維持 

③概ね高い現状の公共交通への満足

度と、今後のさらなる改善の必要性 

公共交通の基本的な方針 

方針１ 誰もが移動に困ることのな

い地域公共交通網の維持・継続 

方針２ 公共交通の認知度向上と利

用促進 

方針４ 持続可能な公共交通事業を

めざした運行の効率化 

方針３ 市民の移動ニーズに対応し

た地域公共交通網の再構築 

具体的な施策           実施事業（案） 

施策１－① 利便性や分かりやすさの

向上 

施策１－② 通学の足の確保・維持 

施策２－① 新たな公共交通利用者の

獲得 

施策２－② 公共交通の情報発信 

施策２－③ 来訪者の移動実態にあわ

せた情報提供 

施策３－③ 鉄道とバスの接続性改善 

施策３－① 使い勝手のよい運行形態

への見直し 

施策３－② 利用の多い施設へのアク

セス改善 

施策４－① 限られた資源の効率的

活用 

施策１－③ 公共交通不便地区の解消 

〇バス待ち環境の改善 

〇ミニバス車両のラッピング 

〇スクール便の確保・維持ならびに通学

以外の利用者の獲得 

〇公共交通利用体験会の実施（高齢者向

け） 

〇免許返納者に対する支援策の周知と

利用促進 

〇公共交通利用案内講座の実施（子ども

～学生向け） 

〇バスマップのリニューアル 

〇乗換検索システムへの対応 

〇主要施設における公共交通案内の充実 

〇高齢者福祉乗車券の周知と利用促進 

〇市内主要駅における交通乗継情報の

掲示 

〇ミニバス運行ルートの短縮による所

要時間の短縮 

○利用が少ない路線の運行方法の見直し 

〇乗り継ぎを考慮したバス運行ダイヤ

の見直し 

〇公共交通で利用しづらい商業施設や

病院へのアクセス見直し 

〇トリガー制度※の導入 

〇ミニバス運行ルートの見直し 



 

 

 
 
 
 
 
 


